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資料 ３ 

 

 

本市の高齢化の状況等について 

 

 

１ 全国における高齢化の状況 

  我が国の 65 歳以上の高齢者人口は、平成 28 年 10 月 1 日 時点で、3,459 万人

（前年 3,387 万人）を数え、総人口（1 億 2,693 万人）に占める割合（高齢化率）

は 27.3％（前年 26.6％）と、初めて 27％を超え、過去最高となっています。 

  また、高齢者人口のうち、65～74 歳の前期高齢者は 1,768 万人、75 歳以上の

後期高齢者は 1,691 万人となり、総人口に占める割合はそれぞれ 13.9％、13.3％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

単位：万人（人口）、％（構成比）

総数 男 女 総数 男 女

総人口 12,693 6,176 6,517 12,710 6,185 6,525

高齢者人口（６５歳以上） 3,459 1,500 1,959 3,387 1,466 1,921

　６５～７４歳人口（前期高齢者） 1,768 842 926 1,755 835 920

　７５歳以上人口（後期高齢者） 1,691 658 1,033 1,632 631 1,001

生産年齢人口（１５～６４歳） 7,656 3,868 3,788 7,728 3,902 3,826

年少人口（０～１４歳） 1,578 808 770 1,595 817 778

総人口 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

高齢者人口（高齢化率） 27.3% 24.3% 30.1% 26.6% 23.7% 29.4%

　６５～７４歳人口 13.9% 13.6% 14.2% 13.8% 13.5% 14.1%

　７５歳以上人口 13.3% 10.7% 15.9% 12.8% 10.2% 15.3%

生産年齢人口 60.3% 62.6% 58.1% 60.8% 63.1% 58.6%

年少人口 12.4% 13.1% 11.8% 12.5% 13.2% 11.9%

＊総務省「人口推計」（各年１０月１日現在）より作成

構成比

人口

平成２８年１０月１日 平成２７年１０月１日
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（１）高齢化の推移と将来推計 

 今後、総人口は長期の人口減少過程に入る中で、高齢者人口は、団塊の世代が

75 歳以上となる平成 37（2025）年には 3,657 万人に達すると見込まれています。 

 また、65～74 歳人口（前期高齢者）は平成 28（2016）年にピークを迎え、その

一方で 75 歳以上人口（後期高齢者）は増加を続け、平成 29（2017）年には前期

高齢者を上回り、その後も増加傾向が続くものと見込まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典】平成 28年版高齢社会白書 
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（２）高齢者人口と生産年齢人口の比率 

 65 歳以上の高齢者人口と 15～64 歳の生産年齢人口の比率は、平成 27（2015）

年では、高齢者 1 人に対して、生産年齢人口は 2.3 人になっています。今後、この

比率は低下し、平成 72（2060）年には、高齢者１人に対して生産年齢人口が 1.3

人の比率になると見込まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典】平成 28年版高齢社会白書 

 

（３）平均寿命の推移と将来推計 

 我が国の平均寿命は、平成 26(2014)年現在で、男性 80.50 歳、女性 86.83 歳と

なっており、今後、男女とも引き続き平均寿命は延びて、平成 72（2060）年には、

男性 84.19 歳、女性 90.93 歳となり、女性の平均寿命が 90 歳を超えることが見込

まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊平成 28年版高齢社会白書及び厚生労働省「簡易生命表」より作成 
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（４）ひとり暮らし高齢者の動向 

 65 歳以上のひとり暮らし高齢者の増加は、男女ともに顕著となると推計されて

おり、平成 37（2025）年には、全国で約 701 万人になるものと推計されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典】平成 28年版高齢社会白書 
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（５）介護給付と保険料の推移 

 高齢化の進展により、介護給付も上昇の一途をたどっており、2025年には介護

保険第 1号被保険者の保険料が全国平均で 8,165円（現行の第 6期全国平均は 5,514

円）となることが見込まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典】平成 29年 4月 26日開催「社会保障審議会(介護給付費分科会)」資料 
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２ 本市における高齢化の状況 

  全国的な傾向と同様に、仙台市においても、高齢化は、確実に進展しています。

平成 29（2017）年 4 月 1 日現在の 65 歳以上の高齢者人口は、23 万 9,903 人（前

年同期 23 万 3,525 人）となり、人口全体（105 万 3,717 人）に占める割合（高

齢化率）は、22.8％（前年同期 22.2％）と、増加傾向が続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

＊住民基本台帳による区，年齢各歳，男女別人口（日本人及び外国人）より作成 

 

  

単位：人（人口）、％（構成比）

総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女

総人口 1,053,717 510,510 543,207 1,053,304 510,335 542,969 1,050,296 509,071 541,225

高齢者人口（６５歳以上） 239,903 103,492 136,411 233,525 100,804 132,721 225,579 97,147 128,432

　６５～７４歳人口（前期高齢者） 126,617 59,553 67,064 124,657 58,699 65,958 120,600 56,680 63,920

　７５歳以上人口（後期高齢者） 113,286 43,939 69,347 108,868 42,105 66,763 104,979 40,467 64,512

生産年齢人口（１５～６４歳） 678,908 337,780 341,128 683,321 339,617 343,704 687,414 341,586 345,828

年少人口（０～１４歳） 134,906 69,238 65,668 136,458 69,914 66,544 137,303 70,338 66,965

総人口 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

高齢者人口（高齢化率） 22.8% 20.3% 25.1% 22.2% 19.8% 24.4% 21.5% 19.1% 23.7%

　６５～７４歳人口 12.0% 11.7% 12.3% 11.8% 11.5% 12.1% 11.5% 11.1% 11.8%

　７５歳以上人口 10.8% 8.6% 12.8% 10.3% 8.3% 12.3% 10.0% 7.9% 11.9%

生産年齢人口 64.4% 66.2% 62.8% 64.9% 66.5% 63.3% 65.4% 67.1% 63.9%

年少人口 12.8% 13.6% 12.1% 13.0% 13.7% 12.3% 13.1% 13.8% 12.4%

平成２８年４月１日 平成２７年４月１日

人口

構成比

平成２９年４月１日



7 

 

（１）将来人口の推移 

 今後も引き続き 65 歳以上の高齢者が人口全体に占める割合は増加し続け、平成

37（2025）年には 27.4％に、平成 52（2040）年には 35.2％に達する見込みとな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（H25.3）」より作成 

 

 

（２）中学校区別高齢化率 

  平成 29 年 4 月 1 日現在の中学校区別の高齢化率と高齢者人口は、８ページの

とおりとなっています。９ページの平成 26 年 10 月 1 日現在と比較すると、全

学区において高齢化率は上昇しています。 
 
 

 ＜参考＞中学校区と日常生活圏域について 

  本市では、地理的条件や人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等サー

ビスを提供するための施設の整備状況等に加え、高齢者が住み慣れた地域で生活

を継続できるように、保健福祉や医療関連施設さらに民生委員・町内会・ボラン

ティアなど人的資源の存在等を総合的に勘案し、「中学校区」を介護保険事業計

画における日常生活圏域として設定しています。 
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＜中学校区別高齢化率（平成29年4月1日現在）＞

　以上 未満

　0～14％

　14～20％

【2 ,729】 【2,817】 【3 ,686】 　20～30%
【3 ,610】

【2 ,576】 　30％～
【3,182】

加茂（28.5％）
【1,392】 【4,954】

【3 ,014】

【3,511】 【4,099】

【1 ,969】

【3 ,642】

【6,369】 【2 ,497】 【3,959】

【5,776】
【6,504】

東華（19.5％）

【5,973】 【4,822】 【3,754】

（19 .9％）

【4,752】

【3,052】

　【7,455】

※【　】内は，高齢者数（人）

【4,775】

【4,056】

【3,964】

【5,053】

（29.2％）

吉成 中山（26.5％）

（27 .3％）

【4,966】

【4,406】

愛宕

（24.7％）

第一 （21.8％）

宮城野（16.7％）

【3 , 299】 【4,742】 （29.9％）

【4,731】

【1,393】

富沢 （22 .3％）

（14.3％）

【4,025】

【4,367】

【2,792】

 沖野

（28.3％）

柳生 中田

七郷

（17 .2％）

（16 . 3％） （22.4％） 袋原

【3,697】

六郷

【4,118】 （25.5％）

郡山 【3,597】

（27.6％） （20.7％）

【5,260】

長町 （21 .1％）西多賀

【2,758】 【5,113】 蒲町

八軒

（27.4％） （24.4％）

五橋（20.0％） 高砂（20.1％）

 南小泉

【4,273】

広瀬（17.2％） 第二
（18.9％）

中野（20.4％）

【5,090】

田子

上杉山  五城 【4,076】 （18.3％）

（20 .7％） （15.7％）

（20.5％）

台原  西山（27.8％）

（20.9％）

三条 幸町 東仙台【5,612】

（19.6％）

（16.8％）

北仙台

（18.5％） 南光台 （27.1％）

南吉成

（26.0％）

 南光台東 

南中山 （18 .3％） 岩切

大沢（27.2％） （25.8％） 【2,096】

館

住吉台（17.6％） 八乙女

（26.1％） 松陵

（27 .8％）

七北田（13.3％）

（19 .1％）

【3,420】

凡例

 寺岡（24.0％） 高森（29.0％） 将監（23.0％） 向陽台
根白石（35.7％）

【1,571】

広陵

（39.5％）

【1,123】

秋保（34.8％）

【1,460】
生出（35.6％）

【974】

人来田
（38.8％）
【2,574】

折立
（31.5％）
【2,185】

長命ケ丘
（37.4％）
【2,917】

桜丘
（32.8％）
【4,543】

鶴が丘（35.7％）

【3,887】

鶴谷（35.4％）
【4,375】

八木山
（31.1％）

【5,956】

将監東（30.8％）

【4,120】

茂庭台
（30.8％）
【1,935】

山田
（33.1％）
【4,501】
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＜中学校区別高齢化率（平成26年10月1日現在）＞

　以上 未満

　0～14％
【3,930】

　14～20％

【2 ,262】 【2,397】 【3 ,385】 　20～30%

　30％～
【2,967】

加茂（24.1％）
【1,102】 【4,206】

【2 ,499】

【3,172】 【3,918】

【1 ,691】

【3 ,302】

【6,122】 【2 ,029】 【3,687】

【5,420】
【5,827】

東華（17.9％）

【5,342】 【4,449】 【3,521】

【4,057】

【2,588】

※【　】内は，高齢者数（人）

【3,672】

【5,431】

【3,893】

【4,653】

（18.2％）
【3,215】

【2,186】

【4,814】

【4,582】

【4,084】

愛宕

（23.0％）
第一 （19.9％）

【4,515】

【1,182】

富沢 （21 .0％）

（13.4％）

【3,712】

【4,258】

【2,432】 （28.1％）

吉成 中山（25.8％）

（23 .1％）

宮城野（16.1％）

【2 , 954】 【4,359】 （27.7％）

八軒 （18 .3％）

 沖野

【6,957】

（26.1％）

柳生 中田

七郷

（16 .7％）

（14 . 3％） （21.0％） 袋原

【3,453】

六郷

【3,867】 （23.2％）

郡山 【3,307】

（25.3％） （19.5％）

【4,793】

長町 （19 .5％）西多賀

【5,686】

【2,682】 【4,899】 蒲町（29.9％）

【1,618】 八木山 （25.6％） （23.5％）

五橋（18.1％） 高砂（18.4％）

（24.9％）

茂庭台

 南小泉

【2,034】

（15.7％）
（18 .3％） （14.3％）

（19.2％）

【4,014】

広瀬（15.9％） 折立 第二
（28.3％） （17.5％）

（20.2％）

三条 幸町 東仙台

中野（18.5％）

【4,692】

田子
上杉山  五城 【3,774】

（15.3％）

北仙台

（15 .2％） 南光台 （25.5％）

南吉成

（22.5％）

台原  西山（26.9％）

大沢（25.5％） （24.4％） 【1,982】

館 （16.1％）  南光台東 

南中山 （17.3％） 岩切

【3,398】

住吉台（13.8％） 八乙女

（24.5％） 松陵

（23.0％）

七北田（12.2％）

凡例

将監東（29.0％）

 寺岡（20.1％） 高森（24.6％） 将監（20.8％） 向陽台
根白石（32.3％）

【1,433】

広陵

（36.2％）

【1,093】

秋保（31.3％）

【1,335】

生出（31.6％）

【889】

人来田
（34.7％）
【2,351】

山田
（31.5％）
【4,268】

長命ケ丘
（32.9％）
【2,638】

桜丘
（30.6％）
【4,371】

鶴が丘（31.2％）

【3,454】

鶴谷（34.0％）
【4,202】
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（３）要介護・要支援認定者数の推移 

  本市の要介護・要支援認定者数は、平成 29 年 3 月末時点で 43,341 人、その

うち第 1 号被保険者（65 歳以上の方）が 42,304 人となっています。今後も、高

齢者数の増加に伴い、認定者数の増加傾向が続くことが見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）認知症高齢者数の推移 

  本市の 65 歳以上の認知症高齢者の将来推計についてみると、各年齢の認知症

有病率が糖尿病有病率の増加により上昇すると仮定した場合、平成 37（2025）

には約 6 万人、10 年後の平成 47（2035）年には 8 万人を超えることが予想され

ます。 

  

 

  

＊65歳以上人口（国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口（H25.3）」）を基に、「日

本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究（平成 26 年度厚生労働科学研

究費補助金特別研究事業 九州大学 二宮教授）」より推計 

37,324  
46,405  

54,928  

63,594  

71,360  
75,942  

38,037  
48,564  

59,554  
70,932  

82,388  
88,482  

0
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40,000
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100,000
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（平成32年） 

2025年 

（平成37年） 

2030年 

（平成42年） 

2035年 

（平成47年） 

2040年 

（平成52年） 

各年齢の認知症有病率が一定の場合 各年齢の認知症有病率が上昇する場合 

（人） 

30,806  32,134  34,458  37,214  38,735  40,240  41,650  42,304  

1,080  1,094  

1,193  
1,195  1,126  

1,104  1,064  
1,037  

16.9% 17.4% 
18.1% 18.5% 18.4% 

18.4% 18.3% 18.1% 

0.0%
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第1号被保険者 第2号被保険者 出現率（第1号被保険者に占める割合） 

(人) 
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（５）在宅高齢者の世帯状況 

  本市のひとり暮らしの方や、65 歳以上の方のみで構成される高齢世帯は、徐々

に増加しています。 

 

○65 歳以上の高齢者を含む世帯の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＊住民基本台帳から抽出したデータにより作成 

（各年 4 月 1 日現在） 

56,746  59,948  62,592  

42,678  
44,798  46,703  

60,802  60,712  60,397  
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３ 介護保険制度改正の概要 

 
現在、平成 29 年通常国会において、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法

等の一部を改正する法律案」が審議されています。 

この法律案では、高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現を

図るとともに、制度の持続可能性を確保することに配慮し、サービスを必要とする方に必

要なサービスが提供されるようにするため、介護保険法等の改正が盛り込まれています。 

 

制度改正の概要 

●地域包括ケアシステムの深化・推進 

（１）自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の推進（介護保険法） 

○全市町村が保険者機能を発揮し、自立支援・重度化防止に向けて取り組む仕組み

の制度化 

・国から提供されたデータを分析の上、介護保険事業（支援）計画を策定。計画に

介護予防・重度化防止等の取組内容と目標を記載 

・都道府県による市町村に対する支援事業の創設 

・財政的インセンティブの付与の規定の整備 

・地域包括支援センターの機能強化（市町村による評価の義務づけ等） 

・居宅サービス事業者の指定等に対する保険者の関与強化（小規模多機能等を普及

させる観点からの指定拒否の仕組み等の導入） 

・認知症施策の推進（新オレンジプランの基本的な考え方（普及・啓発等の関連施

策の総合的な推進）を制度上明確化） 

（２）医療・介護の連携の推進等（介護保険法、医療法） 

①「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」とし

ての機能とを兼ね備えた、新たな介護保険施設「介護医療院」を創設 

※現行の介護療養病床の経過措置期間については、６年間延長することとする。病院又

は診療所から新施設に転換した場合には、転換前の病院又は診療所の名称を引き続き

使用できることとする。 

②医療・介護の連携等に関し、都道府県による市町村に対する必要な情報の提供そ

の他の支援の規定を整備 

（３）地域共生社会の実現に向けた取組の推進等（社会福祉法、介護保険法、障害者総

合支援法、児童福祉法） 

・市町村による地域住民と行政等との協働による包括的支援体制作り、福祉分野の

共通事項を記載した地域福祉計画の策定の努力義務化 

・高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障

害福祉制度に新たに共生型サービスを位置付ける 

・有料老人ホームの入居者保護のための施策の強化（事業停止命令の創設、前払金

の保全措置の義務の対象拡大等） 

・障害者支援施設等を退所して介護保険施設等に入所した場合の保険者の見直し

（障害者支援施設等に入所する前の市町村を保険者とする。） 

 

●介護保険制度の持続可能性の確保 

（４）２割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を３割とする。（介護保険法） 

平成３０年８月１日施行 

（５）介護納付金への総報酬割の導入（介護保険法） 

・ 各医療保険者が納付する介護納付金（40～64 歳の保険料）について、被用者保

険間では『総報酬割』（報酬額に比例した負担）とする。（平成 29 年 8 月分の介

護納付金から適用） 


